
納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
し
た

　

４
月
末
に
納
税
通
知
書
「
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
（
土
地
・
家
屋
）、

固
定
資
産
税
（
償
却
資
産
）、
軽
自

動
車
税
」
を
送
付
し
ま
し
た
。

　

納
期
限
ま
で
に
金
融
機
関（
銀
行
・

農
協･

郵
便
局
な
ど
）、
市
役
所
な
ど

で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
30
万
円
以
下
の
固
定
資
産

税
・
軽
自
動
車
税
・
市
府
民
税
（
普

通
徴
収
分
）
は
、
納
付
書
に
記
載
す

る
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
納

付
で
き
ま
す
。

【
口
座
振
替
で
の
納
付
の
場
合
】

　

通
知
書
の
税
額
が
、
指
定
口
座
に

残
っ
て
い
る
か
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。（
領
収
書
は
送
付
し
ま
せ
ん
の

で
、
通
帳
記
帳
な
ど
で
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。）

※
新
た
に
口
座
振
替
を
希
望
す
る
場

合
は
、
取
扱
期
限
ま
で
に
税
務
課
に

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

固
定
資
産
税
は
２
期
以
降
の
期
別

納
付
か
ら
、
軽
自
動
車
税
は
来
年
度

分
か
ら
利
用
で
き
ま
す
。

【
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
納
税

通
知
書
】

　

納
税
通
知
書
（
土
地
・
家
屋
）
に

減
免
制
度

【
固
定
資
産
税
】

　

収
入
が
少
な
い
高
齢
者
な
ど
が
所

有
す
る
居
住
用
資
産
（
土
地
・
家
屋
）

の
う
ち
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
も

の
に
減
免
制
度
が
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
広
報
４
月
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限　

納
期
限
（
今
年
度
第
１

期
分
は
５
月
31
日
㈫
ま
で
）

必
要
な
も
の　

平
成
28
年
度
納
税
通

知
書
、
印
鑑
、「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」

ま
た
は
「
通
知
カ
ー
ド
と
身
元
証
明

書
」

【
軽
自
動
車
税
】

　

次
の
軽
自
動
車
な
ど
に
は
減
免
制

度
が
あ
り
ま
す
。

は
、
面
積
、
評
価
額
、
税
額
な
ど
を

記
載
し
た
課
税
資
産
明
細
書
も
添
付

し
て
い
ま
す
。

【
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
】

　

納
税
通
知
書
に
添
付
し
た
「
軽
自

動
車
税
納
税
証
明
書（
継
続
検
査
用
）」

は
、
検
査
受
け
時
に
使
え
ま
す
の
で
、

検
査
証
と
一
緒
に
保
存
し
て
く
だ
さ

い
。
口
座
振
替
の
人
に
は
、
振
替
終

了
後
に
証
明
書
を
送
付
し
ま
す
。

※
納
税
証
明
書
欄
に
「
＊
」
が
入
っ

て
い
る
も
の
、
金
融
機
関
な
ど
の
領

収
印
が
な
い
も
の
は
使
用
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
市
役
所
で
納
税
証
明
書
の

交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

よ
く
あ
る
疑
問
に
答
え
ま
す

【
都
市
計
画
税
】

Ｑ
．
固
定
資
産
税
と
あ
わ
せ
て
都
市

計
画
税
を
納
め
て
い
ま
す
が
、
都
市

計
画
税
と
は
ど
の
よ
う
な
税
な
の
で

し
ょ
う
か
？ 

Ａ
．
都
市
計
画
税
は
、
使
い
み
ち
が

特
定
さ
れ
て
い
る
税
金
で
、
都
市
計

画
事
業
や
土
地
区
画
整
理
事
業
な
ど

の
事
業
費
用
に
あ
て
ら
れ
て
い
ま

す
。
例
え
ば
、
街
路
や
公
園
の
整

備
、
下
水
道
の
普
及
、
駅
前
再
開
発

な
ど
、
泉
佐
野
の
ま
ち
全
体
の
都
市

環
境
を
整
備
す
る
た
め
に
使
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
都
市
計
画
税
は
、

●
身
体
な
ど
に
障
害
を
有
す
る
人
が

所
有
し
て
い
る

●
生
計
を
同
じ
く
す
る
人
が
所
有
し
、

身
体
な
ど
に
障
害
を
有
す
る
人
の
た

め
に
使
用
し
て
い
る

●
専
ら
身
体
障
害
者
な
ど
の
利
用
に

供
す
る
た
め
の
構
造
の
も
の

申
請
期
限　

５
月
31
日
㈫

必
要
な
も
の　

印
鑑
、
身
体
障
害
者

手
帳
、
運
転
免
許
証
、「
個
人
番
号

カ
ー
ド
」
ま
た
は
「
通
知
カ
ー
ド
と

身
元
証
明
書
」

※
番
号
法
施
行
に
伴
い
、
各
々
の
減

免
申
請
書
に
「
個
人
番
号
」（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
）
の
記
載
が
必
要
で
す
。

市
税
は
納
期
限
内
に

納
め
ま
し
ょ
う

固
定
資
産
税
（
都
市
計
画
税
・
償
却

資
産
含
む
）
の
第
１
期
と
軽
自
車
税

の
納
期
限　

５
月
31
日
㈫

●
延
滞
金

　

納
期
限
ま
で
に
納
税
し
な
い
場
合

は
、
本
来
納
め
る
べ
き
税
額
の
ほ
か

に
延
滞
金
を
あ
わ
せ
て
納
め
て
い
た

大阪府からのお知らせ
～自動車税の納期限は5月31日㈫です～
　納税通知書に記載の金融機関、郵便局、
コンビニエンスストア、クレジットカー
ド（インターネットによる手続き）で納
期限までに納めてください。
問合先　大阪府自動車税コールセンター

（☎0570-020156）

税務署からのお知らせ
～e-Taxをご利用ください～

　国税電子申告・納税システム(e-Tax)
とは、税務署や金融機関の窓口に行かな
くても、所得税、法人税、消費税、酒税、
印紙税などの申告、すべての税目の納税、
申請・届出などの手続が、自宅やオフィ
スあるいは税理士事務所などから、イン
ターネットを利用してできるシステムで
す。
※e-Taxに関する詳細は、e-Taxホーム
ページ（http://www.e-tax.nta.go.jp）
へアクセスしてください。
問合先　泉佐野税務署（☎462-3471） だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
さ
ら
に
滞
納
が
続
く
と

　

納
期
限
ま
で
に
納
め
た
納
税
者
と

の
公
平
を
保
つ
た
め
、
ま
た
、
大
切

な
市
税
を
確
保
す
る
た
め
に
、
滞
納

し
て
い
る
人
の
財
産
（
不
動
産
、
預

貯
金
、
給
料
な
ど
）
す
べ
て
を
調
査

し
、
差
し
押
さ
え
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

「
大
阪
府
域
地
方
税
徴
収
機
構
」

に
よ
る
共
同
徴
収

　

昨
年
度
よ
り
大
阪
府
域
に
お
い
て

「
大
阪
府
域
地
方
税
徴
収
機
構
」
が

設
置
さ
れ
、
本
市
を
含
む
府
内
27
市

町
と
大
阪
府
が
市
税
・
府
税
の
共
同

徴
収
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
対
象
者

に
は
順
次
、
徴
収
機
構
へ
の
「
引
継

ぎ
予
告
書
」
を
送
付
し
、
府
職
員
と

市
町
職
員
に
よ
る
共
同
徴
収
が
実
施

さ
れ
ま
す
。

個
々
の
事
業
に
よ
っ
て
周
辺
の
都
市

環
境
が
改
善
さ
れ
た
人
だ
け
に
負
担

し
て
い
た
だ
く
と
い
う
も
の
で
は
な

く
、広
く
市
内
の
市
街
化
区
域
内
に
、

土
地
や
家
屋
を
所
有
し
て
い
る
人
に

負
担
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

平
成
26
年
度
都
市
計
画
税
収
入
額

…
14
億
１
，
７
２
０
万
円

 　

税問
合
先　

税
務
課
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